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回 収 場 所 日　程 時　間 問合せ先

アスピアこだま ７月５日㈰
８月２日㈰ 午前９時～11時 ハートtoハート(佐久間さんち）

☎22-９３００ 市役所 ７月19日㈰ 午前９時～午後１時

本庄南公民館
※布類回収も実施 ７月11日㈯ 午前９時～11時 佐久間さんち　☎22-９３００

就労継続支援Ｂ型事業所
「佐久間さんち｣ ( 本庄高校北側） ７月17日㈮ 随時受付 ポノポノ　　　☎23-２１９５

集団資源回収予定表　＜回収品目は古紙類・缶類です＞

※天候等の理由で変更になる場合もありますので、各団体にご確認ください。

■令和 2 年４月分のごみの量　（可燃・不燃・有害・粗大）　

家庭系ごみ排出量　 1820.09t 　1 人 1 日当たりのごみ排出量　約 778g　前年同月比　+38g（+5.14％）

事業系ごみ排出量 　619.52t 　1 人 1 日当たりのごみ排出量　約 265g　前年同月比　 -65g（-19.70％）

※埼玉県内の 1 人 1 日当たりのごみ排出量は家庭系ごみが 521g、事業系ごみが 199g（平成 29 年度実績）

新型コロナウイルス感染拡大防止のため行われている外出自粛に伴い、家庭系ごみの排出量は増加傾向にあります。生
ごみの水切りや資源物の分別に加えて、家庭での食品ロス対策を実践していただき、ごみの減量化・資源化に更なるご
協力をお願いします。
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　熱い日が続き、皆さんのご家庭では飲み終わったペットボ
トルや空き缶が増えていませんか。そんな時は、不燃ごみと
してではなく、資源ごみとして排出しましょう。
　市では、各自治会や環境衛生推進委員のご協力で、本庄地
域は月１回、児玉地域は月２回、資源ごみ（缶・びん・ペッ
トボトル）を回収しています。市役所や公民館等でも開庁時
間内であれば、いつでも出せるよう回収容器を設置しており
ますので、家の中で保管しておくことが難しいような場合は、
ぜひご利用ください。
　なお、資源ごみを出す際には、新型コロナウイルス感染拡
大防止のため、容器の中と飲み口を洗い、よく乾かしてから
出すようにしてください。感染拡大を防ぎ、安全にごみの収
集・処理が行えるようご協力をお願いします。

資源ごみの正しい分別にご協力ください ★環境推進課☎ 25- １１７２

暑い夏は、ペットボトルや飲料缶の消
費量が多くなります。積極的な資源ご

みへの分別をお願いします！

★環境推進課☎ 25- １２４９緑のカーテンコンテストを実施します

▶受付期間

　８月 28 日㈮まで ( 土・日・休日を除く ) 

▶応募資格

　個人又は団体で、令和２年度春以降、市内にある応募者管
理の住宅、学校もしくは事業所等において、「つる性植物」
を用いて緑のカーテンを設置していること。

▶応募方法

　応募用紙に必要事項を記入のうえ、必要書類を添えて応募
先まで持参、郵送、又はメールでご応募ください。

▶郵送先

　〒 367-8501　本庄市役所環境推進課
　 kankyo@city.honjo.lg.jp

　夏季の省エネルギーを推進し地球温暖化を防止するため、本庄市緑のカーテンコンテストを開催します。

令和元年度　市長賞受賞作品

★埼玉県温暖化対策課☎０４８- ８３０- ３０３３夏のライフスタイルキャンペーン
　県では、冷房等の使用によりエネルギー使用量が増える夏に、気軽に二酸化炭素の
排出抑制や省エネ活動に参加できる「夏のライフスタイルキャンペーン」を行ってい
ます。
　「軽装」の実践や簡単なチェックシートを活用して、１日エコライフに取り組む「エ
コライフ DAY」へ参加してみましょう。あなたが削減できた二酸化炭素量も計算で
きます。地球温暖化防止のため、ご自身のライフスタイルを見直してみませんか？
　エコライフ DAY 埼玉 2020（夏）の参加用紙は環境推進課（市役所４階）及び支所
環境産業課（アスピアこだま内）で配布しています。キャンペーンの詳細については
県ホームページをご覧ください。

※詳細は、応募要領をご覧ください。応募要領は、環境推進課（市役所４階）、支所環境産業課（アスピアこ
だま内）で配布しています。また、市ホームページからもダウンロードできます。
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